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国⺠健康保険制度が
4 ⽉から変わります

問い合わせ 医療保険課（   892・0121）

　

国
民
健
康
保
険
の
運
営
は
、
こ

れ
ま
で
市
が
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

「
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の

成
立
に
よ
り
、４
月
か
ら
市
と
府
が

共
に
保
険
者
と
な
り
、
財
政
運
営

の
責
任
主
体
が
府
に
移
行
し
ま
す
。

　

な
お
、資
格
や
給
付
の
届
け
出
、保

険
料
の
支
払
い
、
保
健
事
業
な
ど
の

業
務
は
、引
き
続
き
市
で
行
い
ま
す
。

■
大
き
な
改
正
点

① 

資
格
管
理
が
都
道
府
県
単
位
と

な
り
ま
す

　

都
道
府
県
も
国
保
の
保
険
者
と

な
る
こ
と
か
ら
、
資
格
管
理
が
都

道
府
県
単
位
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
30
年
度
以
降
は
同

じ
都
道
府
県
内
の
他
市
町
村
へ
の

住
所
異
動
で
あ
れ
ば
、
資
格
は
引

き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。た
だ

し
、
異
動
前
の
市
町
村
で
発
行
し

た
被
保
険
者
証
は
使
用
で
き
な
く

な
る
の
で
、
異
動
先
の
市
町
村
で

新
た
な
被
保
険
者
証
を
受
け
取
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
使
用
し
て
い
る
被

保
険
者
証
は
、
他
市
町
村
へ
の
異

動
が
な
い
場
合
は
、
次
の
一
斉
更

新
（
11
月
）
ま
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

② 

高
額
療
養
費
の
通
算
方
法
が
変

わ
り
ま
す

　

30
年
度
以
降
は
、
同
じ
都
道
府

県
内
の
市
町
村
へ
の
住
所
異
動
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、
世
帯
の
継
続

性
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
は
、
過

去
12
か
月
以
内
の
高
額
医
療
費
の

支
給
回
数
（
多
数
回
該
当
）
が
通

算
し
て
計
算
さ
れ
る
た
め
、
４
回

目
か
ら
は
該
当
す
る
被
保
険
者
の

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※ 

国
保
の
窓
口
は
、
4
月
以
降
も

引
き
続
き
市
で
行
っ
て
い
ま

す
。
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

大阪府 交野市

財政運営

▽財政運営の責任主体

▽  市が支払う国保事
業費納付金決定

▽  国保事業費納付金
を府に納付

保険料の
決定・賦
課・徴収

▽  市の標準保険料率
を算定

▽ 標準保険料率を参
考に保険料率を決定

▽  保険料の賦課・徴
収

資格管理

▽  国保運営方針に基
づき、事務の効率化・
広域標準化を推進

▽  資格の管理（被保
険者証などの発行）

保険給付

▽  市へ保険給付に必
要な費用を全額支
払い

▽  市が行った保険給
付の点検

▽  保険給付の決定・
支給

保健事業 ▽  市に対して必要な
助言・支援

▽  地域の特性に応じ
た、きめ細かい保
健事業の実施

【 30 年度からの府と市の主な役割 】

　

最
終
回
は
、
精
神
障
が
い
で

悩
ん
で
い
る
人
が
利
用
で
き

る
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

　

精
神
障
が
い
に
よ
り
、
自
宅

内
で
思
う
よ
う
に
行
動
が
で
き

な
か
っ
た
り
、
な
か
な
か
外
出

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。こ
の
よ
う
な
悩
み

を
お
手
伝
い
す
る
の
が
、「
居
宅

介
護
」や「
移
動
支
援
」の
サ
ー

ビ
ス
で
す
。

〓
居
宅
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）〓

　

ヘ
ル
パ
ー
が
家
庭
を
訪
問
し

て
、
入
浴
や
食
事
の
介
助
、
ま

た
調
理
や
掃
除
・
買
い
物
な
ど

の
家
事
、
通
院
な
ど
を
本
人
と

一
緒
に
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

▽ 

利
用
者
か
ら
は
、「
一
緒
に
部

屋
の
掃
除
を
し
て
く
れ
る
の

で
、
散
ら
か
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
」
と
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

〓
移
動
支
援（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
）〓

　

日
常
生
活
に
必
要
な
外
出

（
通
勤
や
通
学
な
ど
の
定
期
的

な
外
出
を
除
く
）
や
、
映
画
・

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
の
余
暇
活

動
に
関
し
て
、
ヘ
ル
パ
ー
が
同

行
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

▽ 

利
用
者
か
ら
は
、「
一
人
で
電

車
に
乗
る
自
信
は
な
い
が
、

ヘ
ル
パ
ー
と
一
緒
だ
と
安
心

し
て
利
用
で
き
る
」
と
の
声

が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

〓
そ
の
他
〓

　

そ
の
他
に
も
、
短
期
入
所
や

日
中
活
動
系
の
サ
ー
ビ
ス
も
あ

り
ま
す
。

　

ヘ
ル
パ
ー
の
利
用
で
悩
ん
で

い
る
人
や
家
族
は
、
障
が
い
福

祉
課
か
病
院
な
ど
の
相
談
支
援

窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

♣ 

問
い
合
わ
せ　

障
が
い
福
祉

課（
℡  
８
９
３
・
６
４
０
０
）

こ
こ
ろ
の
病

こ
こ
ろ
の
病

第
３
回
〈
最
終
回
〉

第
３
回
〈
最
終
回
〉

十
人

色

十

福祉医療費助成制度が
4 ⽉から変わります

問い合わせ ⒶⒷ⼦育て⽀援課（   893・6406）、
ⒸⒹ障がい福祉課（893・6400）

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
障

が
い
の
あ
る
人
や
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
の
人
を
対
象
に
、
医
療
費
の

自
己
負
担
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

　

助
成
を
必
要
と
す
る
人
が
、
安

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

制
度
を
見
直
し
、
４
月
１
日
（
日
）

か
ら
対
象
者
や
対
象
医
療
、
一
部

自
己
負
担
額
を
変
更
し
ま
す
（
下

表
の
と
お
り
）。

　

Ⓒ
Ⓓ
の
医
療
証
を
持
っ
て
い
る

人
で
、
他
区
分
の
医
療
費
助
成
制

度
の
対
象
者
と
な
る
人
に
は
、
３

月
中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

　

各
医
療
証
の
交
付
申
請
な
ど
詳

し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

区　分 対象者
所得制
限他要
件など

対象医療

一部自己負担額
1つの医療機関等
あたりの上限日数・
1日あたりの負担額

院外調剤
での自己
負担

複数の医療機関
等を受診した場
合の月額上限額

Ⓐ ひとり親
家庭医療

① ひとり親家庭の 18 歳に到達
した年度末日までの子

②①を監護する父または母
③①を養育する養育者
④ 裁判所から配偶者暴力など
（ＤＶ）に関する保護命令が
出されたＤＶ被害者〈新規〉

あり

医療保険が適
用される医療
（訪問看護ス
テーションが
行う訪問看護
の医療保険分
を含む）〈新規〉
※ 精神病床へ
の入院は助
成対象外（た
だし、平成
30 年 3 月
31日時点で
の対象者は、
経過措置と
し て 33 年
3月31日ま
で引き続き、
助成対象と
なります）。

月 2 日 ま で 1 日
500 円以内（同月・
同医療機関などの
とき 3日目から負
担なし）

負担なし
2,500 円（超え
た負担分は申請
により助成）

Ⓑ こども医
療

交野市に住む、中学校 3年生修
了まで（15 歳に到達した年度
末日までの子ども）

なし

Ⓒ 障がい者
医療

① 精神障がい者保健福祉手帳 1
級所持者〈新規〉

② 特定医療費（指定難病）・特定
疾患受給者証所持者で、障が
い年金（または特別児童扶養
手当）1級該当者〈新規〉
③ 身体障がい者手帳1・2級所持者
④重度の知的障がい者
⑤ 中度の知的障がい者で、身体
障がい者手帳所持者

あり 毎回 1 日あたり
500円以内

1つの調
剤薬局あ
たり1日
500円以
内

3,000 円（超え
た負担分は申請
により助成）

Ⓓ 老人医療
Ⓐ～Ⓒの制度と整理・統合し、受給資格が指定難病・自立支援医療（精神通院）・結核の人は、助
成対象外（ただし、平成 30年 3月 31 日時点での対象者は、経過措置として 33年 3月 31 日ま
で引き続き、助成対象となります）。

■Ⓓ老人医療証（青色の医療証）を持っている人

▽  ⒶまたはⒸの医療制度に該当する受給資格がある人＝平成 30年 4月 1日から順次、ⒶまたはⒸの医療制度
に移行します。申請方法など詳しくは、更新時期にお知らせします。

▽  受給資格が指定難病・自立支援医療（精神通院）・結核である人＝経過措置の助成内容は、「Ⓒ障がい者医療」
と同様です。4月 1日（日）からは、各受給資格の医療助成期限が切れ、経過措置の対象外となりますので、
必ず更新・継続手続きを行ってください。

【 各受給資格の更新・継続申請が可能な時期 】

受給資格の分類 証明書類の名称 更新・継続申請可能時期

指定難病の人（特定疾患治療研
究事業実施要綱に規定する疾患の
うち、国の難病として公費負担医
療の対象となる疾患を有する人）

特定医療費（指定難
病）受給者証

　受給者証の有効期限が 12月 31日の場合は、7月初旬
から四條畷保健所（℡  878・1021）で更新が可能です。

医師の診断書など病
名が分かる証明書

　7月中に診断書などをご準備ください。
※詳しくはかかりつけの病院に、お問い合わせください。

自立支援医療（精神通院）の人 自立支援医療（精神通院）受給者証
　受給者証の有効期限 3か月前から、障がい福祉課で継
続申請が可能です。

結核治療中の人 結核患者票 　四條畷保健所に、お問い合わせください。

※一度でも受給資格がなくなると、経過措置の対象外となります（所得制限の超過を含む）。
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30
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
税
率

は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、

「
軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
」
に

つ
い
て
は
、「
広
報
か
た
の
」
５
月

号
、
ま
た
は
納
税
通
知
書
に
同
封

し
て
い
る
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車

▽ 

※
１
＝
製
造
後
、
初
め
て
登
録

申
請
し
た
と
き
に
受
験
し
た
検

査
の
年
月
の
こ
と
で
す
。

▽ 

※
２
＝
初
度
検
査
年
月
か
ら
14

年
目
を
迎
え
る
車
両
の
こ
と
で
、

そ
の
年
度
か
ら
税
率
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
13
年
目
ま
で
は
登
録

の
時
期
に
よ
っ
て
、
①
ま
た
は
②

の
税
率
と
な
り
ま
す
。（
対
象
外

車
両
は
、
電
気
・
天
然
ガ
ス
・
メ

タ
ノ
ー
ル
・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
軽
自

動
車
・
被
け
ん
引
車
な
ど
で
す
）。

車　種
税　率（年額）
対象基準（※）と税率の軽減率

軽乗用車 標準税率
電気・天然ガス
軽自動車

平成 32年度燃費
基準 +30％達成車両

平成 32年度燃費
基準 +10％達成車両

おおむね 75％軽減 おおむね 50％軽減 おおむね 25％軽減
3輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

4 輪
自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円

軽貨物車 標準税率
電気・天然ガス
軽自動車

平成 27年度燃費
基準 +35％達成車両

平成 27年度燃費
基準 +15％達成車両

おおむね 75％軽減 おおむね 50％軽減 おおむね 25％軽減
3輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

4 輪
自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円
営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円

■ 軽自動車のグリーン化特例 
　地方税法の改正により、平成29年4月1日～30年3月31日の間に初度検査を受けた軽自動車のうち、
下表の車両については、30年度のみ軽自動車税が軽減されます。

　
　
　
　

車　

種　

区　

分

税　

率（
年
額
）

排
気
量
な
ど

原
動
機
付
自
転
車

50 

cc
以
下

２
０
０
０
円

51
〜
90 

cc

２
０
０
０
円

91
〜
１
２
５
cc

２
４
０
０
円

ミ
ニ
カ
ー
50 

cc
以
下

３
７
０
０
円

２
輪
の
軽
自
動
車

１
２
５
cc
超
２
５
０ 

cc
以
下

３
６
０
０
円

２
輪
の
小
型
自
動
車

２
５
０
cc
超

６
０
０
０
円

小
型
特
殊
自
動
車

農
耕
用（
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
）

２
４
０
０
円

そ
の
他
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

な
ど
）

５
９
０
０
円

■ 

原
付
・
ミ
ニ
カ
ー
・
オ
ー
ト
バ
イ
・
小
型
特
殊
自
動
車 

■ 

３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車

車　

種　

区　

分

税　

率（
年
額
）

①

初
度
検
査
年

月
（
※
１
）
が
、

平
成
27
年
３

月
以
前
の
車

両

②

初
度
検
査
年

月（
※
１
）が
、

平
成
27
年
４

月
以
降
の
車

両

③

初
度
検
査
後
13

年
を
超
え
る
車

両（
※
２
）

３　

輪

３
１
０
０
円

３
９
０
０
円

４
６
０
０
円

４
輪
乗
用

自
家
用

７
２
０
０
円
１
万
８
０
０
円
１
万
２
９
０
０
円

営
業
用

５
５
０
０
円

６
９
０
０
円

８
２
０
０
円

４
輪
貨
物

自
家
用

４
０
０
０
円

５
０
０
０
円

６
０
０
０
円

営
業
用

３
０
０
０
円

３
８
０
０
円

４
５
０
０
円

問い合わせ 税務室（   892・0121）

30年度軽⾃動⾞税
税率のお知らせ

（※） ＝電気・天然ガス軽自動車を除く車両については、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車、
または平成 30年排出ガス基準 50％低減達成車に限ります。
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